
中小規模新築建物における新制度

2022年11月14日（月曜日）開催
東京都新築建築物制度改正等に係る技術検討会（第６回）

資料２



１ 再エネ設置基準に適合するための代替措置
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第４回技術検討会 資料
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中小規模
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（出典）第４回資料

Ⓣ



履行手段と上限割合について
中小規模
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●代替措置による義務履行は２割を上限とする。
・代替措置に上限を設定することで、原則として敷地内設置を促進する。
・住宅用（10kW未満）太陽光発電の新規導入件数の２割程度が既存住宅であることを踏まえて設定
・義務基準に適合した場合に限り、誘導基準への適合には上限を設けない。

都内既存住宅 都内オフサイトＰＰＡ

再エネの追加性 ○ ○

住まい手の環境意識の向上 ○ ×

●都内既存住宅への新規設置を代替措置として利用可能とする。
・再エネの追加性や住まい手の環境意識への影響を考慮
・当該年度に都内既存住宅・建築物へ新たに設置した太陽光発電を義務履行として計上することができる。

都内既存住宅への新規設置

設置対象の条件
過年度に自社が供給した都内住宅・建築物に限る。
（他事業者との重複カウントを認めない）

利用方法 対象事業者からの申し出により義務履行に利用できる。
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２ 新制度への任意参加について
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第４回技術検討会 資料
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中小規模
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（出典）第４回資料
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任意による新制度への参加について
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中小規模
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●ゼロエミッションの実現に積極的に取り組む事業者等とともに再エネ設置等を促進
・供給規模は大手ハウスメーカーに満たないが、環境性能の高い住宅の供給に積極的に取り組む事業者が存在
・事業者が任意で制度に参加できる仕組みを設け、義務対象となる大手ハウスメーカーと同様に扱うことで、
事業者の社会的評価の向上、ＰＲにつなげるとともに施策効果を高めていく。

・任意参加が可能な供給規模は、業界を牽引する大手ハウスメーカーに準じた規模とするほか、新築戸建住宅で
の太陽光発電設備の６割設置を目指す国の目標を踏まえ、５千㎡以上とする（５千㎡未満の事業者複数による
グループ参加も可能とする。）。

（出典）東京都環境審議会第5回
カーボンハーフ実現に向け
た条例改正のあり方検討会
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報告事業者の種類について
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中小規模
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●３種の報告事業者とともにHTTの取組を促進していく
・事業者からの申請に基づく任意参加のほか、比較的小規模の事業者からの任意の提出も受け付ける。

対象事業者
対象事業者のイメージ

（例）
基準適合
の必要性

適合状況
の公表

対象者の確定

特
定
供
給
事
業
者

義務対象者 年間供給２万㎡以上 大手ハウスメーカー等 必要 公表
年度終了後に
対象者を確定

任意参加者

年間供給５千㎡以上
の希望する事業者
（５千㎡未満の事業者複数
によるグループも可※）

義務対象者に準じる供給量
を有する中小ハウスメー
カーや地域工務店のグルー
プ

必要 公表
事前申請し、
都が承認する

任意提出者
特定供給事業者以外
の希望する事業者

上記以外の中小ハウスメー
カーや地域工務店

必要と
しない

公表
年度終了後に
提出すること
ができる

※グループで承認を受ける場合は、主幹事社を定め、グループ全体として適合状況の報告を求める。

【報告事業者の種類】

ⒽⓉⓉ
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３ 建築物に係る環境配慮の措置（分野その２）
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エネルギーの使用の合理化及び再生可能エネルギーへの転換

資源の適正利用

生物多様性の保全

気候変動への適応

建築物等に係る環境配慮の措置
中小規模

＜本日ご意見を頂く分野＞

●新制度では「配慮すべき事項」に対する措置をアピールできる仕組みとする。
・建築物環境報告書（仮称）の報告において、配慮指針に基づき各事業者が行う「配慮すべき事項」に対する
措置を自由に記載できるようにする。

・記載内容の公表を通じて、各事業者の取組をひろくアピールできる仕組みとする。
・措置の実績については、義務基準に関する現地調査の際に合わせて確認する。

Ⓗ



資源の適正利用に係る配慮すべき事項
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中小規模
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区分 配慮すべき事項

リサイクル
材

躯体材料におけるリサイクル
材の利用

躯体材料における再生骨材、混合セメント及びリサイクル鋼材の利用に係
る事項

躯体材料以外におけるリサイ
クル材の利用

躯体材料以外におけるリサイクル材の利用に係る事項

オゾン層の
保護及び地
球温暖化の
抑制

断熱材用発泡剤
オゾン層を破壊せず、かつ、地球温暖化係数の小さい断熱材の発泡剤の選
択に係る事項

空気調和設備用冷媒
オゾン層を破壊せず、かつ、地球温暖化係数の小さい空気調和設備用の冷
媒の使用に係る事項

長寿命化等

維持管理、更新、改修、用途
の変更等の自由度の確保

社会の変化に適切に対応し建築物の長寿命化を図るために行う建築物の維
持管理、更新、改修、用途の変更等の自由度の確保に係る事項

躯体の劣化対策
建築物の長寿命化を図るため、躯体の劣化の進行を遅らせるために行う事
項

建設資材の再使用対策等 資源の適正利用のために行う事項

水循環 水使用の合理化
水の有効利用及び下水道施設への負荷低減を図るための雑用水の利用に係
る事項

●現行の区分

Ⓗ



【資源の適正利用】
（参考）Embodied carbon（エンボディド・カーボン）対策の重要性
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●稼働時のCO2排出量は省エネと再エネ利用拡大により、今後削減が進展。カーボンハーフ、ゼ
ロエミッションに向けて、建設時CO2排出量（Embodied carbon）の削減の重要性が高まる。１
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原
材
料
の
供
給

輸
送
（
原
材
料
）

資
材
製
造

輸
送
（
資
材
）

建

設

資材製造 建 設

資源分野の強化拡充で主
にターゲットとする部分

※Net-zero buildings（World 
Business Council for 
Sustainable Development)に
掲載のEN-15978（2011）を基
に都が加筆し作成

・WBCSDの資料において示
されているエンボディド・
カーボンの概念図

・エンボディド・カーボン
の中でも、原材料調達から
輸送・加工・建築までの建
物稼働前の過程を
「Upfront carbon」と位
置付けている。

中小規模Ⓗ



資源の適正利用に係る配慮すべき事項
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中小規模
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区分【現行の評価項目】

躯体材料におけるリサイクル材の利用

躯体材料以外におけるリサイクル材の利用

断熱材用発泡剤

空気調和設備用冷媒

維持管理、更新、改修、
用途の変更等の自由度の確保

躯体の劣化対策

建設資材の再使用対策等

雑用水利用

Ⓗ

区分【新制度での区分イメージ】

躯体材料における低炭素資材等の利用※

躯体材料以外における低炭素資材等の利用※

オゾン層の保護及び地球温暖化の抑制

建設時CO2排出量の把握・削減の取組

建設副産物の有効利用及び適正処理※

維持管理、更新、改修、
用途の変更等の自由度の確保

躯体の劣化対策

水使用の合理化※

＜新規＞

＜見直し＞

＜見直し＞

●資材製造・建設段階及び運用に関する資源の適正利用について措置を促進

＜継続＞

＜統合＞

＜統合＞

＜統合＞

※リサイクル材の利用は、低炭素資材を含めた評価に見直し。
資源循環型社会の実現を目指し、建設副産物の有効利用及び適正処理を新設
雑用水の利用は、戸建住宅を中心とする中小建築物では取組が限定的であるため、水使用の合理化に見直し。

＜新規＞



区分 配慮すべき事項
CASBEE（戸建）
新築との関係

持続可能な低
炭素資材等の
利用

躯体材料における低炭素
資材等の利用

躯体材料における低炭素資材又はリサイクル材の利用に係る事項 ○

躯体以外の材料における
低炭素資材等の利用

躯体材料以外における低炭素資材又はリサイクル材の利用に係る事項 ○

オゾン層の保護及び地球
温暖化の抑制

オゾン層を破壊せず、かつ、地球温暖化係数の小さい断熱材の発泡剤の選
択又は空気調和設備用の冷媒の使用に係る事項

（都制度独自）

建設に係る環
境負荷低減へ
の配慮

建設時CO2排出量の
把握・削減の取組

資材製造又は建設時のCO２排出量の把握若しくは削減に係る事項 ○

建設副産物の有効利用及
び適正処理

建設副産物（建設発生土・建設廃棄物）の有効利用及び適正処理の推進に
係る事項

○

長寿命化等

維持管理、更新、改修、
用途の変更等の自由度の
確保

社会の変化に適切に対応し建築物の長寿命化を図るために行う建築物の維
持管理、更新、改修、用途の変更等の自由度の確保、建設資材の再使用対
策等に係る事項

○

躯体の劣化対策
建築物の長寿命化を図るため、躯体の劣化の進行を遅らせるために行う事
項

○

持続可能な水
の利用

水使用の合理化 水の有効利用及び下水道施設への負荷低減を図るために行う事項 ○

資源の適正利用に係る配慮すべき事項
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●新制度での区分イメージ（案）
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○：都制度の建築物環境報告書（仮称）を作成するうえで、CASBEE（戸建）新築における評価を参考にすることが可能
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中小規模
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●躯体材料における低炭素資材等の利用の例

躯体材料において国産木材を積極的に利用

資源の適正利用
取組例

（出典）一般社団法人日本木造分譲住宅協会HP

Ⓗ
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中小規模
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資源の適正利用
取組例

（出典）積水ハウス株式会社HP

Ⓗ
●躯体以外の材料における低炭素資材等の利用、
建設副産物の有効利用及び適正処理の例
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中小規模
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18 オゾン層を破壊せず、かつ、地球温暖化係数の小さい空調用冷媒を選択

資源の適正利用
取組例

（出典）三菱地所ホーム株式会社
HPに都が一部加筆

Ⓗ
●オゾン層の保護及び地球温暖化の抑制の例
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中小規模

１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18 建設時のCO２排出量を把握及び削減する取組

資源の適正利用
取組例

（出典）三菱

Ⓗ

（出典）大東建託株式会社ホームページに都が一部加筆

●建設時CO2排出量の把握・削減の取組の例
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中小規模
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●維持管理、更新、改修、用途の変更等の自由度の確保、躯体の劣化対策の例

資源の適正利用
取組例

（出典）株式会社飯田産業ホームページに都が一部加筆

Ⓗ

住宅性能表示制度における維持管理対策等級等の最高等級を取得
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中小規模
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資源の適正利用
取組例

（出典）株式会社三栄建築設計ホームページ

Ⓗ

水の有効利用を図るために、節水トイレを採用

●水使用の合理化の例


